
事業名

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

補正後予算額
（前年度からの繰越等を含む）

1,210 1,747 832 339

執行額 40 505 376

執行率 3% 29% 45%

（事業の概要）

（論点）

 ・予防接種センター機能推進事業に係る短期アウトカム「予防接種機能センター機
能を有している医療機関での相談件数」「医療従事者向け研修の実施件数」「予防
接種要注意者への予防接種実施数」及び長期アウトカムの成果指標「定期接種（A
類疾病）の実施率」は、有事も想定した都道府県の役割に直結するものではなく、見
直しを図るべきではないか。
 ・予防接種法に基づく定期接種は市区町村長が実施主体であるが、予防接種セン
ター機能推進事業は都道府県を実施主体としているところ、都道府県が当該事業を
実施する必要性等を明確化したうえで事業を実施することでより高い事業効果が得
られるのではないか。

※参考：現在の成果指標等

論点等説明シート

予防接種対策費

予算の状況
（単位：百万円）

事業についての論点等

　予防接種施策の推進を図ることを目的として、都道府県が実施する予防接種セン
ター機能推進事業（予防接種の実施等、国民への予防接種に関する正しい知識や
情報の提供、医療相談事業、医療従事者向け研修の実施、 予防接種に関する知見
の創出、 予防接種・感染症に関わる人材の教育、パンデミック発生時に備えた接種
体制の構築等の地域支援、ワクチン流通情報収集等の事業）等に要する経費の補
助を行う。
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注）令和５年度の執行率については、令和５年度補正予算で措置した1,161百万円を令和６年度に繰
り越して執行しているため、令和５年度当初予算の執行率は100％となっている。
　　令和６年度の執行率については、令和６年度補正予算で措置した497百万円を令和７年度に繰り
越して執行しているため、令和６年度当初予算と前年度からの繰越分の執行率は41％となっている。
　　令和７年度の執行率については、令和７年度補正予算で措置した186百万円を令和８年度に繰り
越して執行しているため、令和７年度当初予算と前年度からの繰越分の執行率は58％となっている。

 ・予防接種センター機能推進事業に係る短期アウトカム「予防接種機能センター機
能を有している医療機関での相談件数」「医療従事者向け研修の実施件数」「予防
接種要注意者への予防接種実施数」及び長期アウトカムの成果指標「定期接種（A
類疾病）の実施率」は、有事も想定した都道府県の役割に直結するものではなく、見
直しを図るべきではないか。
 ・予防接種法に基づく定期接種は市区町村長が実施主体であるが、予防接種セン
ター機能推進事業は都道府県を実施主体としているところ、都道府県が当該事業を
実施する必要性等を明確化したうえで事業を実施することでより高い事業効果が得
られるのではないか。

※参考：現在の成果指標等


